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京都市成年後見制度利用促進計画の一体的策定について 

 

１ 京都市成年後見制度利用促進計画について 

 ○ 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成２８年５月１３日施行）に基づき、

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努力義

務が課せられている。 

○ 現行の本市成年後見制度利用促進計画は、本市の地域福祉計画である「京（みやこ）・

地域福祉推進指針」（計画期間：５年間＜平成３１年度～令和５年度＞）と一体的に策

定している。 

（現行計画における取組内容） 

・「チーム」への支援  ・「協議会」の設置 ・「中核機関」の設置 

・日常生活自立支援事業からの円滑な移行  ・入院等の際の身元保証の取扱い 

 ○ 現在、令和４年３月に国の「第２期成年後見制度利用促進基本計画」（計画期間：５

年間＜令和４年度～令和８年度＞）が策定されたことを受けて、本市では、京都市成年

後見制度利用促進協議会での議論を経て、令和５年３月に現行計画を上位計画とする

「令和５年度京都市成年後見制度利用促進取組方針」を策定し、国の動きを反映した利

用促進の具体的な取組を進めているところである。 

 ＜京都市成年後見制度利用促進協議会について＞ 

  ・ 本市成年後見制度利用促進計画において設置することとしている協議会。 

・ 認知症等により判断能力が低下した本人及びその支援者等への支援や、支援を通じ

て見えてきた地域課題、その他成年後見制度の相談支援の状況等を共有するとともに、

今後における取組の検討や、関係団体・機関間の連携強化について協議している。 

（令和５年度京都市成年後見制度利用促進取組方針） 

１ 成年後見制度の更なる周知 

２ 日常生活自立支援事業から成年後見制度への円滑な移行 

３ 申立時の候補者推薦に係る仕組みづくり 

４ 市民後見人の担い手育成及び担い手が活躍できる仕組みづくり 

５ 地域連携ネットワークづくり 

６ 意思決定支援の取組 

 

２ 次期成年後見制度利用促進計画と京都市民長寿すこやかプランの一体的策定 

○ 令和６年度からの第９期プランについては、本市としての「認知症施策推進計画」と

新たに一体的に策定し、認知症の早期発見・早期対応はもとより、認知症の人と家族を

支える地域の支援体制等をより強化していくこととしている。 

○ また、成年後見制度をはじめとした権利擁護の取組は、従来から京都市民長寿すこや

かプランにおいて掲載しており、加えて、プランの見直しサイクルが３年で、国の成年

後見制度利用促進の動きに合わせて取組内容を見直しやすく、地域包括ケアの取組や認

知症施策とも連携しやすいことから、次期成年後見制度利用促進計画については、「京

都市民長寿すこやかプラン」と一体的に策定する。 
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 ○ 成年後見制度の利用促進については、高齢者だけでなく、知的障害者及び精神障害者

も対象となることから、障害福祉分野における計画、「はぐくみ支え合うまち・京都ほ

ほえみプラン」にも同じ取組を記載する。 

※ 本市障害福祉計画及び障害児福祉計画である「はぐくみ支え合うまち・京都ほほ

えみプラン」も３年ごとに見直しており、令和６年度からの次期プランの策定に向

けた検討が始まっている。 

 

 

（参考１）長寿すこやかプランと一体的策定の場合の構成イメージ 

 

    （現行）               （令和６年度以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

（移行 成年後見制度利用促進計画） 

（新 認知症施策推進計画） 

第９期長寿すこやかプラン 

（高齢者保健福祉計画） 

（介護保険事業計画） 

京・地域福祉推進指針 

成年後見制度利用促進計画 

京・地域福祉推進指針 

第８期長寿すこやかプラン 

（高齢者保健福祉計画） 

（介護保険事業計画） 

R6～R10 H31～R5 

R3～R5 

※「京都市成年後見制度利用促進取組方針」は、

成年後見制度利用促進計画に基づいた具体的

な取組方針となる 

はぐくみ支え合うまち・京都 

ほほえみプラン 

（障害者施策推進計画） 

（障害福祉計画） 

（障害児福祉計画） 

次期はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン 

（障害者施策推進計画） 

（障害福祉計画） 

（障害児福祉計画） 

 

R6～R8 H30～R5 

※長寿すこやかプランと同内容を記載 

（同内容記載 成年後見制度利用促進計画） 

R6～R8 
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（参考２）第一回 京都市成年後見制度利用促進協議会 参加者名簿 

区分 団 体 名 称 役職 
出席者氏名 

(敬称略） 

関
係
機
関
・
団
体 

京都府医師会 理 事 西 村 幸 秀 

京都府介護支援専門員会 副 会 長 市 田 哲 郎 

京都市社会福祉協議会 
事 務 局 次 長 谷 淵 啓 

生 活 支 援 部 長 宮 本 昭 宏 

京都社会福祉士会 
権利擁護・成年後見事業部長 岡 村 俊 裕 

権利擁護・成年後見事業部副部長 大 上 芳 仁 

京都市西部障害者地域生活支援セ

ンター「うきょう」 
所 長 松 本 史 男 

成年後見センター・リーガルサポ

ート京都支部 

成年後見制度利用促進委員会 

委 員 長 
上 田 具 美 子 

京都市地域包括支援センター・在

宅介護支援センター連絡協議会 
副 会 長 出 口 む つ み 

京都弁護士会 
弁 護 士 松 田 め ぐ み 

弁 護 士 岡 田 康 平 

日本意思決定支援推進機構 事 務 局 員 山 本 武 彦 

京都公証人合同役場 公 証 人 早 川 幸 延 

京都家庭裁判所（オブザーバー） 
後 見 セ ン タ ー 主 任 書 記 官 三 浦 基 嗣 

後 見 セ ン タ ー 主 任 書 記 官 藤 原 元 治 

学識 同志社大学 教 授 永 田 祐 

事
務
局 

中
核
機
関 

京都市長寿すこやかセンター 所 長 斉 藤 泰 樹 

京都市長寿すこやかセンター 相 談 部 部 長 矢 部 典 子 

市
関
係 

保健福祉局健康長寿のまち・京都

推進室 
介 護 ケ ア 推 進 課 長 遠 藤 洋 一 

保健福祉局障害保健福祉推進室 企 画 課 長 須 蒲 浩 二 

保健福祉局健康長寿のまち・京都

推進室介護ケア推進課 
在 宅 福 祉 係 長 村 石 佑 介 

保健福祉局障害保健福祉推進室 
みやこユニバーサルデザイン 

推 進 係 長 
末 永 翔 子 

深草支所健康福祉部健康長寿推進課  健 康 長 寿 推 進 課 長 大 和 屋 仁 

上京区役所障害保健福祉課 障 害 保 健 福 祉 課 長 西 村 美 公 子 

 


